
　

※応募が予算額を超えた場合は、支援できない場合がありますので、予めご了承ください。

　奈良県知事公室秘書課国際交流係

〒630-8501　奈良市登大路町30番地    TEL：0742-27-5821

Email：kokusai2@office.pref.nara.lg.jp

問合せ

申請書提出先

令和８年度 奈良県青少年国際交流推進事業募集案内

対象となる旅行、研修等の例

・修学旅行、語学研修、部活における海外遠征（学校からの申請の場合）

・市町村及び民間団体における青少年派遣プログラム

　※国または地方自治体が補助等を行っている経費は補助の対象外となります。

・県内に所在する市町村立の高等学校

・県内市町村

・国際交流団体（相互理解や友好親善、国際社会への貢献を目的として、外国との文化交流、

   スポーツ交流、教育・人材交流、国際協力等を継続的に行う団体）

令和8年６月３０日（火）まで

補助額

引率者（団体の構成員に限る）にかかる

①韓国への往復渡航に要する船賃又は航空運賃

②韓国への往復渡航に要する空港税等、

   燃油サーチャージ、出国手続諸費用

③韓国国内の移動費、宿泊費

④海外旅行保険料

対象経費の１／２の額を補助

※上限額：３万円×交流に参加する

　　　　　県内青少年の人数

※複数回申請可。ただし、１団体あたり

の補助額は年間５０万円を上限とする。

下記の要件にあてはまる事業が対象。

・県内青少年５名以上が参加する２週間以内の海外渡航

・忠清南道を訪問し、忠清南道に在住又は通学する青少年（参加者と同世代および同程度（県内

　青少年の８割以上（端数切り捨て））の人数以上）との交流を対面で実施

・令和９年３月末日までに完了する事業

対象経費

奈良県と友好提携を締結している韓国・忠清南道との交流、さらには、日本及び韓国の友好交流及び両国

間の信頼の醸成を図るため、県内青少年（※）を忠清南道に派遣して日韓の同世代間の交流を実施する県

内市町村立高等学校、市町村及び国際交流団体に対し、その派遣交流に要する経費を補助します。

（※）県内青少年：高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、高等専門学校（１～３年次）もしくは専修学校高等課程に在籍する者、

                             又は学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第１７条に規定する義務教育課程を修了し、満１８歳に達した日の属する年度の

                             終わりまでの者で、かつ、奈良県に在住する者

補助対象者

応募〆切

補助金の額

対象事業

申請される場合は、申請書類は下記メールアドレスあてにＷｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ・ＰＤＦのいずれかの形式でデータでお送りください。

また、申請後は、問合せ先に記載の電話番号まで申請の旨ご連絡いただきますようお願いいたします。

その他、ご不明な点がありましたら問合せ先までご連絡ください。

申請等の流れは

裏面に記載



申請者 必要書類 受付窓口

①補助金交付申請

・奈良県青少年国際交流推進補助金交付申請書（第１号様式）

【添付書類】

  ・事業計画書（第２号様式）

  ・行程表等（訪問先や宿泊場所、交流日時・場所等の行程が

　　わかるもの）

  ・収支予算書（第３号様式）

  ・見積書（補助金の使途がわかるもの）

  ・過去３年間（活動実績が３年に満たない申請者については、

　　活動実績分）の決算書及び当該年度の予算書　※

  ・団体の規約、定款等の写し、役員名簿　※

  ・交流参加者名簿（交流に参加する日韓双方の青少年の氏名及び

　　年齢がわかるもの）

  ・その他知事が必要と認める書類

②申請書の受付

　　※国際交流団体の申請時に必要

③交付決定 審査

④変更申請
奈良県青少年国際交流推進補助金変更承認申請書（第５号様式）に

必要書類を添えて速やかに提出してください。
⑤交付変更通知

旅行、研修等実施

⑥事業完了報告

・奈良県青少年国際交流推進補助金実績報告書（第７号様式）

【添付書類】

  ・事業実施報告書（第８号様式）

  ・行程表等（訪問先や宿泊場所、交流日時、場所等の行程が

　　わかるもの）

  ・交流参加者名簿（交流に参加した日韓双方の青少年の氏名

　　及び年齢がわかるもの）

  ・収支報告書（第９号様式）

  ・支出の根拠となる書類（領収書、契約書、支出命令書等の

　　写しなど）

  ・その他知事が必要と認める書類

⑦補助金額

確定通知

⑧補助金請求 ・奈良県青少年国際交流推進補助金交付請求書（第１０号様式） ⑪補助金交付

申請等の流れ

旅行、研修等実施

①補助金交付申請

②申請書の受付

審査

③交付決定④交付決定通知

⑤変更承認申請 ⑥変更承認

⑦事業実施報告
⑧補助金の

額の確定

⑨確定通知

⑩請求書

※交付決定後に補助金申請額の変更、事業計画の変更を行う場合

⑪補助金交付

【旅行後30日以内または

3月末日のいずれか早い日まで】

【６月30日〆】

様式データは下記ホームページからダウンロードできます。

https://www.pref.nara.lg.jp/n001/p150003.html


